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（訂正）「（変更）ストック・オプション（新株予約権）の発行条件等に関する        

お知らせの一部変更について」の一部訂正について 

 

当社が平成 20 年８月１日 15 時に公表いたしました標記開示資料について一部訂正がありまし

たので下記のとおりお知らせいたします。 

なお、訂正部分には下線を付しております。 

 

記 

 

（訂正前） 

【当社取締役に対する新株予約権の募集事項について】 

   （中略）      
３. 新株予約権の目的たる株式の数  

新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１株とする。 

   （中略）    
 

【当社執行役員に対する新株予約権の募集事項について】 

   （中略） 

３. 新株予約権の目的たる株式の数 

   新株予約権１個当たりの目的となる株式数は、１株とする。 

   （略） 

 

（訂正後） 

【当社取締役に対する新株予約権の募集事項について】 

   （中略） 
３. 新株予約権の目的たる株式の数  

   新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」という）は、１株と

する。 

 なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付

与株式数を調整するものとする。 
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調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下、総称して ｢合併等｣とい

う）を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を必要

とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲内で

付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未満の

端数は切捨てるものとする。 

   （中略） 

 

【当社執行役員に対する新株予約権の募集事項について】 

   （中略） 

３. 新株予約権の目的たる株式の数 

   新株予約権１個当たりの目的となる株式数（以下、「付与株式数」という）は、１株と

する。 

 なお、当社が当社普通株式の株式分割または株式併合を行う場合、次の算式により付

与株式数を調整するものとする。 

調整後付与株式数＝調整前付与株式数×分割・併合の比率 

 

また、当社が合併、会社分割、株式交換または株式移転（以下、総称して ｢合併等｣

という）を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、その他上記の付与株式数の調整を

必要とする場合には、合併等、株式の無償割当ての条件等を勘案のうえ、合理的な範囲

内で付与株式数を調整することができる。ただし、以上までの調整により生じる１株未

満の端数は切捨てるものとする。 

   （略） 
 

 
 

以 上 
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